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令和 7 年度 
糸満市介護サービス事業所等集団指導 

説明資料 
 令和８年 2 月 16 日（月）〜令和８年３月 25 日（水） 

 

対象事業者 

・認知症対応型通所介護（予防） 
・地域密着型通所介護 
・認知症対応型共同生活介護（予防） 
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 ・通所型サービス、訪問型サービス 
・居宅介護支援、介護予防支援 

 
 
 
 
 
 

 

 

     介護⻑寿課 管理係 
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 １．各種届出等                      

１) 各種届出等の提出期限 

更新 
指定有効期間満了日の前月の末日迄に提出 

例）有効期間 4 月 1 日〜3 月 31 日の場合 
遅くとも 2 月末日までに、提出が必要 

変更 変更後 10 日以内に提出 

休止・廃止 1 ヶ月前迄に提出 

再開 10 日以内に提出 

 

新規指定 
事業開始予定日の前々月の末日迄に提出 

例）指定日：4 月 1 日付け希望の場合 
  遅くとも 2 月末日までに提出が必要 

 

２）事業所の指定、更新の際に、手数料が発生します。 
 

居宅介護支援事業 新規指定 20,000 円 
指定更新  9,000 円 

介護予防支援事業 

地域密着型サービス事業 

 

新規指定 20,000 円 
指定更新  9,000 円 

地域密着型介護予防サービス事業 新規指定  5,000 円 
指定更新  3,000 円 介護予防・日常生活支援総合事業 

 

手数料のお支払いは、現金のみの取扱いになります。 お支払いは、市役所 1 階の沖縄銀
行のみです。窓口受付時間は、午前 9 時〜午後 3 時迄のため、時間に余裕をもってお越し
ください。 
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３）指定更新申請 
①手続き 
●事業者指定（更新）の有効期間は 6 年間です。継続して事業を実施するためには、
指定の更新を行う必要があり、更新が行われない場合は、有効期間満了日に指定の効
力を失うことになり、介護保険給付の代理受領ができなくなります。 
●指定の更新を希望される事業所は、提出期限日までに申請書類を作成し、提出して
ください。 
●指定更新の申請を希望しない場合は、廃止するための手続きが必要です。 
●更新申請について、個別に連絡はしません。各事業所で指定有効期間満了日の確認
を行い、手続き漏れがないよう注意してください。 
●人員、設備、運営などの指定基準を満たしていない場合や、申請法人やその役員等
が過去に、指定取消処分を受けた場合など、法律上の欠格事由に該当するときは、指
定更新を受けることができません。 
 

② 書類の作成 
●更新申請に必要な書類を確認のうえ、申請書類を２部（正本、副本各１部）作成
し、それぞれ一冊ずつのA4フラットファイルに綴り、正本を提出してください（副
本は事業所で保存してください）。 
●各様式には、添付書類一覧表の番号に合わせたインデックスを貼り付けてくださ
い。 
●A4フラットファイルの背表紙に「サービス種別」「事業所名称」を記載してくだ
さい。 
●登記事項証明書、資格書等は、その写しを提出してください。 

 

➂ 書類の審査 
●審査の過程で必要と認められる書類の追加提出をお願いすることや書類の内容に関
する疑義照会をする場合があります。 
●必要に応じて、現場の確認を行います。 

 

④ 指定更新通知の交付 
●書類審査等により、指定の更新に係る要件を充足していると判断された事業所に対
しては、有効期間満了日までに更新通知書を交付します。 
●更新通知書交付時に、納付書を発行いたしますので、市役所内の銀行で手数料の支
払いをお願いします。 
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⑤ 休止中の事業所の取り扱い 
●休止中の事業所については、人員及び設備に関する基準を満たしていないため、指
定の更新は認められず、指定有効期間満了日をもって指定の効力を失うこととなりま
す。事業再開の予定がない事業所においては、速やかに廃止の届け出を行ってくださ
い。 
●ただし、指定有効期間満了日までに、事業再開の手続きがなされ、基準を満たして
いると判断された場合には、指定の更新が認められます。 
●指定有効期間満了日までに、再開の手続きがなされなかった場合には、指定の効力
を失っているため、新規に指定申請を行っていただくこととなります。 

 

４）廃止、休止の届出 
●指定を受けた以降に、事業所を廃止、休止する場合は、廃止・休止の1ヶ月前まで
に「廃止・休止届出書」の提出が必要です。 
●事業を休止、廃止する際は、利用者に十分説明のうえ理解を得て、他事業所の紹
介、居宅介護支援事業所等との調整等、利用者の処遇に支障を生じさせないようにし
てください。 

 

５）変更・再開の届出 
●届出事項に変更があった場合、休止していた事業を再開した場合は、10日以内に
「変更届出書」「再開届出書」の提出が必要です。 
●利用定員の増や事業所の移転、増改築等による設備等の変更の場合は、設備基準等
に、合致していることを確認する必要があるため、事業所を訪問する場合がありま
す。 

 

６）介護給付費算定に係る体制等に関する届出 
●届出が必要な加算については、毎月、締切日が定められています。 
●給付費体制届を提出する際は、加算要件を満たしていることを、証明できる根拠資
料等の添付が必要な場合があります。 
●給付費体制届の提出締切日と算定開始月は、サービスによって異なりますので、ご
注意ください。 
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算定の開始月 
サービス種別 算定の開始時期 

認知症対応型共同生活介護（予防） 
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

・届出が受理された日が属する月の 
翌月から 

・月の初日の届出の場合は当該月から 

上記以外の地域密着型サービス 
 
居宅介護支援 
第1号事業（訪問型サービス・通所型サービス） 

・15日以前に提出 翌月から 
・16日以降に提出、翌々月から 

 
※ 介護職員等処遇改善加算については届出のあった月の翌々月からの算定となります。  

例）4月から算定する場合 → 2月末日までに提出 
 
 

●加算要件の確認 

報酬返還の防止のため、報酬告示、解釈通知、関連する告示及び厚生労働省発出のQ&A
等を確認してください。また、要件は、単位数表、解釈通知その他の通知類及びQ&Aに分
散している場合があるため遺漏がないようご注意ください。 

 

●記録の重要性 

介護報酬や加算を算定するための要件のほとんどに、根拠となる記録が必要とされて
います。必要な記録が確認できない場合は、過誤調整を指導する可能性がありますので
ご注意ください。 

 
●加算等が算定されなくなる場合の取扱い 

事業所の体制について加算等が算定されない状況が生じた場合又は加算等が算定され
なくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出てください。加算等が算定され
なくなった事実が発生した日から加算等の算定を行うことはできません。届出を行わず 
当該加算の請求を行った場合は、不正請求として返還措置を講ずることになります。 
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介護サービス事業所等の運営に当たっては、介護保険法をはじめ、人員、設備及び運営
に関する基準条例等、関係法令を遵守しなければなりません。 

介護保険事業に関わる法令は多岐にわたるため、基準省令等をまとめた参考書籍から確
認することをお勧めします。 

厚生労働省及び糸満市からの情報を随時、確認を行い適正な運営に努めていただきます
ようお願いします。 
 

 

 
参考書籍 
赤本) 介護報酬の解釈２指定基準編（令和６年４月版）社会保険研究所 

人員・設備・運営に係る基準、条例にあたる内容や解釈通知が掲載されています。 
⻘本）介護報酬の解釈１単位数表編（令和６年４月版）社会保険研究所 

基本報酬や各種加算・減算、単位数等に係る告示や留意事項通知について 
要件が掲載されています。 

緑本）介護報酬の解釈３ＱＡ・法令編（令和６年４月版）社会保険研究所 
介護保険最新情報，Ｑ＆Ａ等が掲載されています。 
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【 その他のお知らせ 】 

●糸満市ホームページ（介護⻑寿課） 
主に、厚生労働省からの通知等 
を掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

●糸満市指定介護事業所一覧表を掲載しています。 
新規指定、休止、再開に変更がある月に更新しています。 

糸満市ホームページ ＞ キーワード検索に「糸満市指定介護業所一覧」をご入力ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

●事業所のメールアドレスの登録 

介護保険に係る情報や管理係からの通知等を各事業所宛に、メールにてお伝えする
場合があります。メールアドレス等を変更した際は、管理係へ連絡をお願いします。 

メールアドレスに関しては、管理者の変更等によりメールが届かなくなる等のトラ
ブルがありますので、可能な限り、管理者の変更に左右されないアドレスのご登録を
お願いします。 

  

    ☞ 介護⻑寿課 管理係アドレス kanri.k@city.itoman.lg.jp 
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 ２．電子申請・届出システム                
糸満市では、介護サービスに係る指定及び報酬請求（加算届出書を含む）に関する申請

届出について、「電子申請届出システム」の受付を令和７年４月より開始しています。 
 

 

 

具体的には、電子申請届出システムにて、画面上に直接様式・付表などのウェブ入力
が出来るとともに、添付資料をシステム上で一緒に提出することができるため、介護事
業者の申請届出に係る業務負担が軽減されます。 
 

【対象となる手続き】 
・新規指定・指定更新 
・指定を不要とする旨の申出 
・休止・廃止・再開届出 

 ・指定辞退届出・変更届出 
・加算に関する届出 
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※ 詳細は、下記をご覧ください。 
●電子申請届出システムの利用には「G ビズ ID」の登録が必要です。 

「G ビズ ID」を登録していない事業者は、以下のリンク先よりアカウントを作成して 
ください。https://gbiz-id.go.jp/top/（「G ビズ ID」ホームページ） 

 
●G ビズ ID の運用方法例については、以下の資料を参照してください。 

・電子申請届出システムの利用にあたっての G ビズ ID の運用について 
  ・介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化 
 
●厚生労働省ホームページ 「電子申請・届出システム」 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/index.php?action_shinsei_static_help=
true 
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 ３．糸満市居宅サービス事業所等の指導監査          

【 指導・監査 】 
目的 

介護保険事業の健全な運営を確保するため、サービスの質の確保・向上や保険給付の
適正化を図ることを目的として、介護サービス事業者に対し、指定基準の遵守、サービ
スの内容、介護報酬請求等に関する事項について周知徹底を図るために実施します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     厚生労働省：介護保険施設等運営指導マニュアルより抜粋 
 
根拠法令 

・糸満市介護保険施設等指導要綱  （令和 4 年 4 月 1 日 告示第 59 号） 
・糸満市介護保険施設等監査要綱  （令和 4 年 4 月 1 日 告示第 60 号） 
・厚生労働省：介護保険施設等の指導監督について（令和 4 年 3 月 31 日） 
・厚生労働省：介護保険等施設等に対する監査マニュアル（令和６年４月） 
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【 指導 】 

指導は、市の条例その他関係法令等に定める指定基準、介護報酬に関する基準に定
める介護給付費等対象サービスの取扱いや介護報酬の請求等に関する事項について、
周知徹底をすることを方針とし、実施します。 

 
    厚生労働省：介護保険施設等運営指導マニュアルより抜粋 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

糸満市の指導の類型 

集団指導 

介護保険制度の改定内容、介護給付等対象サービスの取扱い、
介護報酬請求の内容、関係法令等について、その時々の課題や問
題事例等も踏まえて、講習会形式、又はオンライン（動画配信）、
等の活用により年に１回、実施します。 

運営指導 

サービスの質の確保・向上や保険給付の適正化を図ることを目
的として、介護サービス事業者の事業所等に出向き、適正な事業
運営が実施されているのか確認し、指導等を実施します。 

・指定期間内（６年間）に、１回以上、実施します。 

・施設系サービス・居住系サービスは、３年に1回以上、実施しま
す。 

・介護保険施設等運営指導マニュアル「確認項目及び確認文書」
に記載されている書類を点検します。ただし、必要に応じ、他
の関係書類を確認する場合があります。 
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【 監査 】 
監査は、市の条例その他関連法令に定める各対象サービスの取扱い及び当該給付に係

る費用の請求等に関する事項について、不正又は著しい不当が疑われる場合において、事
実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを目的として実施します。 

監査の結果、人員基準違反、運営基準違反、人格尊重義務違反、不正請求もしくは、不
正の手段による指定等が認められた場合、不正や基準違反の有無や程度によって勧告、命
令、一部効力の停止、全部効力の停止及び指定取消等の行政の措置が行われます。 

 

行 政 上
の措置 

勧告 
人員基準を満たしていない事業者、設備・運営基準に従って、

適正な運営を行っていない事業者等に対して、期限を定めて基準
の遵守を勧告し、従わなかった場合は、その旨を公表します。 

命令 
正当な理由なく勧告に係る措置を取らない場合は、期限を定め

て措置をとるべきことを命令し、その旨を公示します。 

指定取消等 
指定基準違反等の内容等が、介護保険法で定める事項に該当す

る場合は、指定を取り消し、または期限を定めて指定の効力の全
部または一部を停止し、その旨を公示します。 

経 済 上
の措置 

介護給付等対象サービスの内容、または介護報酬の請求に関し、不正、または
不当の事実が認められ、これに係る返還金が生じた場合には、介護報酬の返還を
求めます。市は、返還金に、４０％の加算金を付することができます。 

 
監査により行われる立入検査、質問、帳簿書類の提出等を拒んだり、妨げたり、忌避し

たり、虚偽の答弁や虚偽の帳簿書類を提出した場合等には、指定取消等の処分の対象とな
る場合や罰金刑を科される場合があります。 
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【 運営指導 】 
運営指導は、国が定める「介護保険施設等運営指導マニュアル（令和 6 年 7 月改訂）」 

に基づいて実施しています。適正な運営の確保、各利用者に対応したサービスの質の確保・
向上を図ることを目的とし、下記について重点的に点検を行います。 

 

（主な点検事項） 
・運営基準、人員基準、設備基準の尊守   
・居宅サービス計画、個別サービス計画に基づくサービスの提供 
・適切な介護報酬の算定         
・基準省令等に定める諸記録の適切な整備、保存 
・個人情報の取扱いや管理方法       
・苦情等の内容を踏まえたサービスの質の向上の取組み 
・高齢者虐待防止対策、身体的拘束廃止対策      
・業務継続計画（BCP）策定や取り組み        
・事故防止対策、非常災害対策 

 
（事業者選定） 
・指定期間内に、一度も運営指導を受けていない事業者 

・指定更新前、又は更新直後の事業者 

・基準違反や介護報酬の不正請求が疑われる場合 

・加算要件を満たしていないと疑われる場合 

・苦情や相談及び内部告発等により不適切な運営が疑われる場合 

 
※ 運営指導実施中に、下記に該当する状況を確認した場合は、監査に移行し事実関係の調 

査及び確認を行います。 
・人員、施設設備、運営基準に従っていないと認められる場合や疑いがある場合 
・介護報酬請求について不正又は不正の疑いがある場合 
・不正の手段による指定等又はその疑いがある場合 
・高齢者虐待等がある又はその疑いがある場合 
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運営指導の流れ  

通
知 

指導実施日の概ね１ヶ月前までに、事業者及び事業所に、メール及び書面で
通知します。ただし、高齢者虐待が疑われているなどの理由により、あらかじ
め通知したのでは、当該事業所の日常のサービス提供状況を確認することがで
きないと認められる場合は、通知せずに実施することもあります。 

事
前
準
備 

管理係から、メールで自主点検表を通知します。 
事業者は、事前提出資料、当日の準備資料の確認や整理を行ってください。 

資
料
提
出 

通知に記載されている指定期日までに、事前提出資料を揃えて、窓口に持
参、又は郵送で提出してください。 

当
日 

１）原則、担当職員２〜３人で訪問します。事業所の規模等によっては、訪問
する職員の人数を変更する場合があります。 

２）指導は、午前・午後の半日を予定しています。指導内容によっては、1日
を要する場合もあります。 

３）書類や文書の確認、運営状況等の聞き取りを行います。個人情報に配慮
できる個室等の準備をお願いします。 

４）聞き取りは、運営全般について説明できる方が対応してください。 
（管理者等1人以上） 

５）必要に応じ他の従業者及び利用者から聞き取りを行う場合があります。 
６）設備等について設備基準や使用目的に合致していることを確認します。 
７）サービス提供の様子を見学しますので事業所内の案内をお願いします。 

結
果
通
知 

指導結果は、指導の有無にかかわらず、指導日から、1ヶ月以内に、文書で通
知します。 

改
善
報
告 

１）指定期日までに、改善状況報告書を提出してください。 
２）指導された事項を直ちに、改善できない場合は、改善計画書を添付してく

ださい。 
３）必要に応じて、改善状況が確認できる資料を添付してください。 
４）改善内容が不十分、提出された書類に不備がある場合は、再度の聞き取

り、または書類を再提出していただきます。 
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 ４．業務管理体制の整備                         
 

介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられていま
す。業務管理体制整備は、法令遵守の義務の履行を制度的に確保し、指定取消につなが
るような不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を
図ることを目的としています。 
 

介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定及び許可を受けている事業所
又は施設の数に応じて定められています。また、業務管理体制の整備に関する事項を記
載した届出書を関係行政機関に届け出なければいけません。 

このうち、地域密着型サービス（予防含む）のみを行う事業者で指定事業所が糸満市
のみに所在する事業者につきましては糸満市に届出を行う必要があります。 
 

業務体制整備の内容 
指定又は許可を 
受けている事業所数 

法令遵守責任者の 
選任 

法令遵守マニュア
ルの整備 

法令遵守に係る 
監査 

20未満 〇   
20以上100未満 〇 〇  
100以上 〇 〇 〇 

 
届出先 

区分 届出先 
① 指定事業所が３以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣 

② 指定事業所が２以上の都道府県の区域に所在し，かつ，２以下
の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 

主たる事務所が所
在する都道府県知
事 

③ 指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市の⻑ 

④ 指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 中核市の⻑ 

⑤ 地域密着型サービス（予防含む）のみを行う事業者で，事業所
等が同一市町村内に所在する事業者 

市町村⻑ 

⑥ ①から⑤以外の事業者 都道府県知事 
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介護保険法第115条の32 
指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、
指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予
防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者
は、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。 

 
※ 詳細は、下記をご確認ください。 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/servic
e/index.html（「厚生労働省」ホームページ 介護サービス事業者の業務管理体制） 
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 ５．高齢者虐待防止措置未実施減算                  
 

虐待防止の発生又は再発を防止するために、「虐待の未然防止」「虐待の早期発見」
「虐待への迅速かつ適切な対応」が求められており、以下の虐待防止のための措置が講
じられていない場合は、基本報酬が減算されます。 
 

【 虐待防止のための措置 】 
・虐待防止措置のための対策を検討する委員会の定期的な開催及び従業員へ周知徹底 
・虐待防止のための指針の策定 
・虐待防止のための従業者に対する定期的(年１回以上)な研修の実施 
・虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置 
 

● 高齢者虐待防止措置未実施減算  所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算   

 

【 虐待防止のための指針に盛り込む項目 】 

・施設における虐待の防止に関する基本的考え方 

・虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

・虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

・虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

・虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

・成年後見制度の利用支援に関する事項 

・虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

・入所者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

・その他虐待の防止の推進のために必要な事項  

 

☞ 令和６年度介護報酬改定に関するQA VOL・1（令和６年３月１５日） 

（全サービス） 

問167 高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止 
するための全ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を 
置くこと）がなされていなければ減算の適用となるのか。 

（答） 
 ・減算の適用となる。 
 ・全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意すること。 
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 ６．身体拘束廃止未実施減算                           
 

⚠ 必要な手続きを経ず、ベッドを壁側に付けベッド柵で囲み身体拘束を行っていた。
さらに、その態様及び時間、利用者の状況等について記録してない事例がありました。 

 

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、
身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合であっ
ても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記
録しなければならないこととされています。 

また、緊急やむを得ない理由については、「切迫性」、「非代替性」及び「一時性」の３
つの要件を満たすことについて、組織等として、これらの要件の確認等の手続きを極め
て慎重に行わなければなりません。 
 
【 短期入所系サービス及び多機能系 】 

身体的拘束の適正化のため、以下の必要な措置が講じられていない場合は、身体拘束
廃止未実施減算が適用されます。 
（１）緊急やむを得ない場合に、身体的拘束等を行う場合、その態様及び時間、その際

の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。 
（２）身体拘束等の適正化のための委員会を3月に1回以上開催する。 
（３）身体拘束等の適正化のための指針を整備する。 
（４）身体拘束等の適正化のための定期的な研修を実施する。 

 

 ● 身体拘束廃止未実施減算 
短期入所系サービス（予防）、多機能系サービス（予防） 

・・・所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 
 
【 訪問系サービス、通所系サービス、居宅介護支援 】 
減算は適用されませんが、必要な記録がない場合、指導の対象となります。 

（１）利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を 
除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

（２）身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況
並びに緊急やむを得ない理由を記録する。 

 
 



20 
 

☞ 高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の取扱いに係るＱ＆Ａの

周知について (令和７年１月２０日) 

問１ 利用者に対して身体的拘束等をしていない場合においても、身体的拘束等の 
適正化を図るための全ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の実施）がなさ
れていなければ減算の適用となるのか。 

（答） 
 ・減算の適用となる。 施設系サービス及び居住系サービスにおいても同様。 
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 ７．業務継続計画未策定減算                           
 

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施
し、非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画（BCP）を策定し、計画
に従い必要な措置を講じなければならい。以下の必要な措置が講じられていない場合
は、業務継続計画未策定減算が適用されます。 
 

【 業務継続に向けた措置 】 

・感染症に係る業務継続計画の策定 

・災害に係る業務継続計画の策定 

・業務継続計画について従業者への周知及び定期的な研修及び訓練 

・業務継続計画の定期的な見直し及び必要に応じた変更 

  

● 業務継続計画未策定減算 
・施設、居住系サービス  所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算 

・その他のサービス     所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 
 

【 業務継続計画に盛り込む項目 】 

感染症に係る業務継続計画 災害に係る業務継続計画 
●平常からの備え 

・体制構築、整備 
・感染症防止に向けた取組の実施 
・備蓄の確保等 

●初動対応 
・感染症拡大防止体制の確立 
・保健所との連携 
・濃厚接触者への対応 
・関係者との情報共有等 

●平常時の対応 
・建物・設備の安全対策 
・電気・水道等のライフラインが停止し

た場合の対策 
・必要品の備蓄等 

●緊急時の対応 
・業務継続計画発動基準、対応体制等 
・他施設及び地域との連携 

 

☞ 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15日）」 

問166 行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認さ
れた場合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。 

（答） 
業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発

見した時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用す
ることとなる。 
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【 防災計画とBCPの違い 】 
防災計画を作成する主な目的は、「身体・生命の安全確保」と「物的被害の軽減」です

が、その目的は、BCP の主な目的の大前提となっています。 
つまり、BCPでは防災計画の目的に加えて、優先的に継続・復旧すべき重要業務を継

続する、または、早期復旧することを目指しており両方の計画には共通する部分もあり
密接な関係にあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚生労働省老健局 業務継続計画ガイドラインより抜粋 （令和6年３月） 
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 ８．介護現場におけるハラスメント対策の推進              
 

 

介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、男女雇用機会均
等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対
策として、必要な措置を講ずることが義務付けられています。 
 

法令上事業者に求められる措置 
 
 
 
 
 

講ずべき措置 

<対象> 
〇 職場における 
 ・セクシャルハラスメント 
 ・パワーハラスメント 
〇 利用者やその家族等から受ける 
 ・セクシャルハラスメント 
<内容> 
就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置
を講じること 
① 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 
② 相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

 
 
講じることが 
望ましい措置 

<対象> 
〇 利用者やその家族等から受ける 

・著しい迷惑行為 → カスタマーハラスメント 
<内容> 
①及び②の必要な措置を講じるにあたっては、カスタマーハラスメント
防止のための方針の明確化等の措置も講じることを推奨 

※ 詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。 
・介護現場におけるハラスメント対策 
・介護現場におけるハラスメント対策マニュアル 
・職場におけるハラスメントの防止のために 

 
 
 
 

⚠ ハラスメントに対する相談窓口・担当者を管理者含む従業者が把握していなか
った事例がありました。 
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厚生労働省ホームページ（職場におけるハラスメントの防止のためにより抜粋） 
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 ９．認知症介護に係る基礎的な研修の受講                
 

認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現し
ていく観点から、介護に係る全ての者の認知症対応力を向上させていくため、次の措置が
義務付けられています。※ 無資格者がいない訪問系サービス、居宅介護支援を除く。 

 

【 具体的な取り組み 】  

・介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有していない者について認知
症介護基礎研修を受講させること。 

・新規・中途を問わず、新たに採用した従業者で医療・福祉関係の資格を有さない者に
ついては、採用後1年間の猶予期間中に研修を受講させること。 

 
 
                                  （研修内容） 
             ・認知症の人を取り巻く現状 
             ・具体的なケアを提供する時の判断基準となる考え方 
             ・認知症の人を理解するために必要な基礎的知識 
           ・ ・認知症ケアの基礎的技術に関する知識と実践上の留意点 
 
             認知症介護基礎研修の位置づけ 

 
 

  
 
 
 
 

                                                             ☜ 
 
 
※ 認知症介護基礎研修の詳細については、沖縄県ホームページ 介護保険施設等従事者 

 向け研修をご覧ください。 
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☞ 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ Vol.14（令和７年４月18日）」 

・認知症介護基礎研修の義務づけについて 
問１ 認知症介護基礎研修の義務付けの経過措置期間はいつまでか。 

（答） 
令和６年３月31日をもって経過措置期間は終了している。なお、新卒採用、中途採用

を問わず、新たに採用した医療・福祉関係資格を有さない従業者に関する義務付けにつ
いては、採用後１年間の猶予期間を設けている。 
 

☞ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月26日） 

・外国人介護職員への認知症介護基礎研修の義務付けについて 
問７ 外国人介護職員についても、受講が義務づけられるのか。 

（答） 
ＥＰＡ介護福祉士、在留資格「介護」等の医療・福祉関係の有資格者を除き、従業員の 

員数として算定される従業者であって直接介護に携わる可能性がある者については、 
在留資格にかかわらず、義務づけの対象となる。 
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 10．介護サービス情報の公表                          
 

利 用 者 の 権 利 擁 護 、 サ ー ビ ス の 質 の 向 上 等 に 資 す る 情 報 提 供 の 環 境 整 備 を
図 る た め 、 介 護 保 険 法 第 115条 35項 の 規 定 に 基 づ い て 、 「 介 護 サ ー ビ ス 情
報 」 の 公 表 が 義 務 付 け ら れ て い ま す 。  
 

（ 公 表 対 象 サ ー ビ ス ）  
居 宅 サ ー ビ ス 、 介 護 予 防 サ ー ビ ス 、 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 、 地 域 密 着 型 介 護
予 防 サ ー ビ ス 、 居 宅 介 護 支 援 及 び 施 設 サ ー ビ ス の う ち 、 居 宅 療 養 管 理 指
導 、 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 、 介 護 予 防 支 援 を 除 く す べ て の サ ー ビ ス  

 
（ 公 表 対 象 事 業 者 ）  

・ 前 年 度 に お い て 介 護 報 酬 の 支 払 い を 受 け た 金 額 が 100 万 円 を 超 え て い
る 事 業 所  

・ 今 年 度 に 新 た に 介 護 サ ー ビ ス の 提 供 を 開 始 し よ う と す る 事 業 所  
・ 上 記 に 該 当 し な い が 、 介 護 サ ー ビ ス 情 報 の 公 表 を 希 望 す る 事 業 所  
 
 
※ 「 介 護 サ ー ビ ス 情 報 の 公 表 」 の 制 度 、 公 表 シ ス テ ム 、 関 係 通 知 等 に つ い
て 、 厚 生 労 働 省 の HP に お い て 専 用 の サ イ ト が 設 け ら れ て い ま す 。  
以 下 を ご 確 認 く だ さ い 。  

 
・ 介 護 サ ー ビ ス 情 報 の 公 表 制 度 (厚 生 労 働 省 )  
・ 「 介 護 サ ー ビ ス 情 報 の 公 表 」 パ ン フ レ ッ ト   
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 11．ケアプランデータ連携システム                 
 

介護人材の確保が喫緊とされる中で、介護現場の負担軽減や職場環境の改善は重要で
あり、厚生労働省において様々な取組みが行われています。 

居宅介護支援事業所と介護サービス事業所の間で毎月やり取りされるケアプランのう
ち、サービス提供票（予定・実績）をデータ連携することで、作業時間の削減やコスト
削減が期待できます。 

厚生労働省ホームページより抜粋 

 

 

具体的には、サービス提供票や居宅サービス計画書など、手書き・印刷、FAXや郵送
などでやりとりしていた書類をシステム上でデータの送受信ができるようになり業務負
担軽減が期待できます。 
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介護現場の生産性向上とケアプランデータ連携システム 

 

ケアプランデータ連携システムで期待される効果 
期待できる効果 相乗効果 

・記載時間の削減  
・データ管理による文書量削減 
・転記誤りの削減  
・介護従業者の負担軽減 

・利用者支援にかける時間増 
・ケアの質の向上 

 
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業、ケアプランデータ連携システムの利用促進及
び介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援策について」（令和８年１月１３日）より 
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 12．掲示                         
 

●事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、勤務の体制、利用料その他サービスの選
択に資すると認められる重要事項を掲示しなければなりません。 
●ただし、重要事項を記載した書面をファイル等で事業所に備え付け、これを利用申込
者、利用者又はその家族がいつでも自由に閲覧可能な形で備え付けることにより、掲示
に代えることができます。  
●なお、令和７年４月１日からは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載するこ
とが義務付けられています。ウェブサイトとは、法人のホームページ等又は介護サービ
ス情報公表システムのことをいいます。 
●変更があった場合には，速やかに最新のものに差し替えてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

 13．介護保険施設等に係る事故報告                  

 

⚠ サービス提供中に転倒し、怪我をしているが、医師、看護師と連携することなく処
置を行っていた。また、事故の原因究明や再発を防止するための対策をせず、ご家族
から事故対応を問われた事例がありました。 

 

サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅
介護支援事業者、介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること
が義務付けられています。つきましては、介護保険サービス事業所等で事故が発生した場
合は、糸満市介護保険事業者事故報告取扱要綱及び事故報告書に基づき介護⻑寿課（管理
係）へ報告をお願いします。 

 

目的 
・介護事故の発生防止 
・再発防止及び介護サービスの改善やサービスの質の向上 

報告すべき 
対象者 

・市の介護保険被保険者  
・市内事業者 

報告すべき 
事故の範囲 

・サービス提供時の事故により利用者が医師の診断を受け投薬、処置等、
何らかの治療を必要とした場合 

・サービス提供時の事故により利用者が死亡した場合 
・市へ報告すべき必要があると認められた場合 

 

事故報告書の様式は、糸満市のホームページからダウンロードの上、ご使用ください。 
 
（手順）糸満市ホームページ ＞ 高齢者福祉＞キーワード検索 ＞  事故報告を入力 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

【 事故として捉えられる基本事例 】 
●転倒、転落、移乗の失敗などによる打撲や骨折、擦り傷などの外傷 
  (歩行介助、入浴介助、車椅子などへの移乗介助、清拭、更衣介助） 
●誤嚥や窒息、脱水症状（食事や水分補給の介助） 
●誤薬 
●風呂で溺れる、やけどを負う（入浴介助） 
●食中毒（調理） 
●服薬漏れによる不調、体調急変（服薬介助） 
●徘徊（見守り、外出介助）・感染症・異食  など・・ 
 

医療機関を受診しなかった場合でも、転倒や転落等は、事故として捉え、その原因を
解明し、再発を防止するための対策を講じてください。また、検討した内容等は、記録
で保存してください。 
 

【 報告手順 】 

連   絡 
利用者及びご家族への対応後、管理係へ電話にて状況報告してく

ださい。※ 電話による報告は、第 1 報にはなりません。 

第 1 報 
様式 1〜6 の項目を可能な限り記載し、5 日以内を目安に提出して

ください。 

第 2 報 状況変化等に伴い、必要に応じて追加提出してください。 

最終報告 
事故対応が終了したときに、報告（提出）してください。 

※受診の終了、トラブルや損害賠償関係が解決したとき等 

 

【 事故報告書 】  
●第 1 報を報告する時点で、すでに事故が終結している場合は、第 1 報の報告書に「第 1
報」及び「最終報告」のどちらにもチェックをつけて提出してください。 
●利用者住所と施設所在地の保険者が異なる場合は両保険者に提出してください。 
●市は、利用者が死亡した場合、指定基準違反のおそれがある場合やその他、市が報告
する必要があると認められた場合は、沖縄県へ報告します。 
●最終報告が未提出の事業者が多く見受けられています。事故対応が終了した際は、最終
報告を提出してください。 
●事故の詳細について、問い合わせを行う場合がありますので、
担当者氏名、連絡先の記載をお願いします。 
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【 事故後の対応 】  
●サービスの提供により、事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族、
当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じてくだ
さい。 
●事故発生後は、事故の内容を共有し、原因の分析を十分に行い、その結果を報告書に
記載してください。 
●再発防止策は「事故の原因分析」の結果に基づき、事業所、施設全体で「誰が・い
つ・何を・どのように」改善していくのかなど、具体的に記載してください。 
●事故の原因の特定が困難な場合は、推測される原因を記載してくだい。 
●事故の発生が、利用者の体調・ＡＤＬ・疾病等の状態の変化が要因となっている場合
もあることを踏まえ、モニタリングやアセスメントを行い、必要に応じて、計画を見直
してください。 
●事故発生時の具体的な対応については、連絡先、連絡の順番などを含んだマニュアルで定
めておくこと、および損害賠償が必要な場合に備えて、損害賠償保険への加入又は賠償資力
を有することが望ましいです。 
 
参考 
厚生労働省より、介護護保険施設等におけるリスクマネジメント強化、事故予防および
事故発生時の適切な対応を支援するための「介護保険施設等における事故予防及び事故
発生時の対応に関するガイドライン（令和 7 年 11 月）」が発出されています。 
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【 送迎中の安全確保の徹底について 】 
近年、送迎中の事故報告が増えています。外出や送迎時には、様々な事故が発生する

可能性があります。 
各事業所の皆様におかれましては、送迎中の事故が利用者の生命に関わる重大な問題

として強く認識して頂き、送迎時の安全確保の徹底に努めていただきますようお願いし
ます。 
     

厚生労働省 社会福祉・介護事業における労働災害の発生状況より抜粋 
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【 糸満市の介護事故の詳細 】 
事故の件数で多いのは、居室内での転倒及び骨折事故です。特に、コールや物音で訪

室すると転倒していた、介助中に利用者から一瞬、離れた際に転倒、転落した事例が多
く見られました。 

事故防止策として、転倒リスクの再検討、介助方法・ 見守り体制の見直し、職員向け
の研修の充実を検討してください。 

本市の令和７年度における現在までの介護事故の発生総件数は、35 件でした。 
主な内訳は下記のとおりになります。 
 
 
●サービス種別 

  

 
 
 
●事故種別 

転倒 24 
転落 3 
誤嚥 1 
暴力 1 
不明 1 

その他 5 

 
 
 
 
 

老健 12 
特養 8 

通所系 6 
有料 H 4 
地密特 1 
養護 1 

小規模 1 
福祉用具 1 

GH 1 
0
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4

6
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10

12

14

0
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10
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20
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30



36 
 

 
●診断内容 

骨折 22 
切傷 5 
打撲 3 

擦過傷・挫傷 1 
その他 4 

 
 
 
 
 
 

●発生場所 
居室 

（多床室） 
10 

居室（個室） 6 
トイレ 5 

食堂共有部 4 
ホール内 2 

廊下 2 
施設敷地内の 

建物外 
1 

浴室 1 
敷地外 1 

他利用者の 
居室 

1 

機能訓練室 1 
その他 1 
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●時間帯 
0 時〜4 時未満 2 
4 時〜8 時未満 8 
8 時〜12 時未満 12 
12 時〜16 時未満 8 
16 時〜20 時未満 4 
20 時〜24 時未満 1 

 
 
 

●介護度 
自立 1 

要支援 1 0 
要支援 2 1 
要介護 1 4 
要介護 2 4 
要介護 3 13 
要介護 4 6 
要介護 5 6 

 
 
 

●認知症障害自立度 
自立 3 
Ⅰ 1 
Ⅱa 6 
Ⅱb 7 
Ⅲa 9 
Ⅲb 2 
Ⅳ 7 
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参考 
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 14．介護現場での医行為                      
 

⚠ 事業所として、必要な手続きを踏まず、要件を満たさない介護職員が医行為（経管
栄養）を行っていた事例がありました。 

 

医師、⻭科医師、看護師等の免許を有さない者による「医業」は、医師法第17条、⻭
科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規によって禁止されて
います。「医業」とは、その行為を行うことについて、医師の医学的判断及び技術をもっ
てするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)
を、反復継続する意思をもって行うことであるとされています。 

無資格者が医行為を実施した場合には、医師法等に違反すると判断され、行為を実施
した介護職員に懲役、罰金などの刑事罰が科される可能性があります。 
 

【介護職員等による医療的ケアの範囲について】 
実施する行為が医行為であるか否かについて、個々の行為の詳細等を踏まえ、個別具

体的に判断する必要があります。ただし、介護現場等において医行為であるか否かにつ
いて判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為でないと考えられる
もの等について、国からの解釈通知が出されています。 
 
【介護職員等による喀痰吸引・経管栄養等の行為について】 

たんの吸引や経管栄養は「医行為」に該当し、医師法等により医師・看護師等のみ
が、実施可能となっています。 

平成24年度から、介護職員等によるたんの吸引、経管栄養等が将来にわたってより安
全に実施されるように、「社会福祉士及び介護福祉士法」が一部改正され、一定の研修を
受けた介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られている等、
一定の条件の下でたんの吸引等の行為を実施できることとなりました。 

介護職員等がたんの吸引や経管栄養等の行為を行うためには、一定の研修（「喀痰吸引
等研修」）を受け、たん吸引、経管栄養等に関する知識や技能を修得した上で、都道府県
より『認定証』の交付を受けるとともに、当該介護職員が所属する事業者も都道府県知
事へ登録事業者の登録申請をする必要があります。 
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喀痰吸引、経管栄養等の詳細については、沖縄県ホームページ「介護職員等によるた
ん吸引等の制度（喀痰吸引等制度）」をご確認ください。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

参考 
・医師法第17条、⻭科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通

知) 
・医師法第17条、⻭科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(そ

の2)                                   
・原則として医行為ではない行為に関するガイド

ライン（令和６年度老人保健健康増進等事業
2025 年３月）」 
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 15．勤務体制の確保                           
 

⚠ 同一建物に併設する他事業所で勤務している時間を含めて、勤務表を作成してい
た。そのため、人員基準を満たしていることが確認できない事例がありました。 

 

⚠ 人員基準を満たすため、当該事業所の従業者でない者を勤務表に位置づけ、介護
を提供していた事例がありました。 

 

⚠ 他の事業所を兼務している一部の従業者について、勤務状況を確認できるものが
なかった。（タイムカードなど） 

 
人員基準とは、あくまでも最低限配置することが義務づけられた基準です。実際の運営

に当たっては、利用者に対して適切なサービス提供ができるよう、適正な人員配置、勤務
体制を定めておかなければいけません。 
 

勤務表の作成にあたっては、事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、従業
者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にしてください。
兼務している従業者については、兼務している職種ごと又は兼務する事業所ごとに、そ
れぞれ従事する時間帯を分けて勤務表を作成してください。 
 
【 留意事項 】  
●勤務表やタイムカード等は、人員基準や介護報酬を算定するための要件が満たされてい 
ることを確認するための根拠資料となることから適正に管理してください。 
●記録等から、基準や要件が満たされていることが確認できない場合は、基準違反として 
判断される恐れがありますのでご注意くさい。 
●事業所ごとに、出勤時間・退勤時間等を管理してください。 
●雇用上、事業所の従業者であることを明確にしてください。 
●法人役員が事業所の従業者として従事する場合であっても、事業所の従業者であること 
が確認出来るようにしてください。（辞令等） 
●雇用時の条件を変更した場合は、書面（辞令等）で通知を行い、人員基準上の人員配置 
が適切であることを確認できるようにしてください。 
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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置 （労働基準法） 
（１）始業・終業時刻の確認及び記録 

労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、
これを記録すること。 

（２）記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。 
ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。 
イ タイムカード、ＩＣカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を 

基礎として確認し適正に記録すること。 
 

労働条件の明示 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
参考 
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 16．管理者の責務                        
 

⚠ 管理者が管理者としての責務を果たせていなかった。そのため、事業運営に支障を 
生じさせていた事例がありました。 
・運営・人員基準を認識していなかった。 
・計画に沿ったサービスを提供することができなくなっていた。 
・算定している加算要件を理解せず算定していた。 
・苦情や事故等の対応が不適切のため、市へ意見が多く寄せられていた。 

 

解釈通知等において、管理者の責務を、介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位の
サービス提供を行うため、現場で発生する事象を最前線で把握しながら、「従業者の管理」
「利用の申込みに係る調整」「業務の実施状況の把握」その他の管理を一元的に行い、従業
者に指定基準を遵守させるための必要な指揮命令を行うこととされています。  

質の高い介護サービスを提供していくためには、法人役員、法令遵守責任者及び介護事
業所の管理者が、法令等遵守の重要性について認識を深め、率先して改善を図ることが重
要です。 
 

管理者の役割    令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15日）問184 

１．管理者の位置づけ及び役割の重要性  
２．利用者との関係  
３．介護にともなう⺠法上の責任関係  
４．事業所・施設の考える介護職員のキャリアイメージの共有  
５．理念やビジョン、組織の方針や事業計画・目標の明確化及び職員への周知  
６．事業計画と予算書の策定  
７．経営視点から見た事業展開と、業績向上に向けたマネジメント  
８．記録・報告や面談等を通じた介護職員同士、管理者との情報共有 

 
【 留意事項 】 
●管理者については、常勤であり、原則として、専ら当該事業所の管理業務に従事するも
のとされていますが、管理業務に支障がない場合のみ、他の職務を兼ねることができます。 
●管理者が兼務を行う場合については、「介護事業所・施設の管理者向けガイドライン」
及び解釈通知等をよく読み、管理上、支障が生じないことを確認してください。また、各
関係法令についても遵守し、適正な事業の運営に努めてください。 
●管理すべき事業所数が過剰だと個別に判断される場合や事故発生時などの緊急時に、管
理者自身が速やかに利用者へのサービス提供の現場に駆け付けることができない体制と
なっている場合等は、管理業務に支障があると考えられます。 



44 
 

 17．テレワーク                                
 

介護事業所等の管理者は、個人情報の適切な管理を前提に、介護事業所等の管理上支障
が生じない範囲内において、テレワークを行うことが可能です。 
 
【管理上支障が生じない範囲の具体的な考え方（管理者について）】 

①管理者がテレワークを行い、介護事業所等を不在とする場合であっても、サービスごとに
運営基準上定められた管理者の責務を管理者自らが果たす上で支障が生じないよう体制
を整えておくこと。 

②管理者がテレワークを行うことで、テレワーク実施者である管理者本人及び他の従業者に
過度な業務負担が生じることのないよう、留意すること。 

③勤務時間中、利用者及び従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保すること。
また、テレワークを行う管理者は、利用者、従業者及びその他関係者と、テレワークを円
滑に行えるような関係を日頃から築いておくこと。 

④事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時等、管理者がテレワークを行う場合に
おける緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定めておくとともに、必要に応じ
て管理者自身が速やかにかけつけられるようにしておくこと。 

⑤管理者としてテレワークを行うことができる日数・時間数については、介護サービスの種
類や介護事業所等の実態等に応じて、各事業者において個別に判断すること。ただし、他
の職種を兼務する管理者がテレワークを行う場合、他の職種の従業者としての業務につい
ての人員基準に違反しないこと。 

⑥介護サービス事業者は、当該管理者の労働時間の管理等、適切な労務管理を行うこと。 
⑦テレワークの実施及び上記（１）〜（６）の内容について、利用者やその家族、都道府県、

市町村等から求めがあれば、適切かつ具体的に説明できるようにすること。 
 
※ 詳細は、下記をご確認ください。 

・「介護サービス事業所・施設等における情報通信機器を活用した業務の実施に関する留意
事項について」（介護保険最新情報VOL.1237） 

・ 「情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に
関する留意事項について」（介護保険最新情報Vol.1169） 

・「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」  
https://www.mhlw.go.jp/content/000759469.pdf 

・「テレワーク相談センター」のご案内  
https://telework.mhlw.go.jp/info/map/ 

・「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」 
（平成29年４月14日（令和６年３月一部改正）個人情報保護委員会 厚生労働省） 
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 18．運営規程                          
 

⚠ 運営規程に虐待の防止のための措置に関する事項を規定していない。運営規程 
を変更しているが市に届出ていない事例がありました。 

 
 運営規程に、虐待防止のための措置に関する事項を定め、虐待防止に係る組織内の体制

（責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等）、虐待事案が発生した場合の対応方法
を記載してください。 
 
【運営規程に定める事項】  

① 事業の目的及び運営の方針 
② 従業者の職種、員数及び職務内容 
③ 営業日及び営業時間 
④ 介護の内容及び利用料その他の費用の額 
⑤ 通常の実施地域 
⑥ 緊急時等における対応方法 
⑦ 虐待防止のための措置に関する事項  ⇒ 令和6年４月から義務 
⑧ その他運営に関する重要事項 

 

【 留意事項 】 
●従業者の「員数」は、日々変わりうるものであるため、事業所の業務負担軽減等の観点 
から、規程を定めるに当たっては、基準において置くべきとされている員数を満たす範囲 
において、「○人以上」と記載することも差し支えありません。糸満市では、重要事項を記 
した文書に記載する場合についても、同様の取扱いとしています。 
●運営規程を変更した際は、変更後、10日以内に提出してください。 
●運営規程の内容を変更した際は、その内容に併せて、重要事項説明書も変更してくださ 
い。 
※ 介護報酬改定に伴う運営規程の変更は、届出の必要はありません。 
 
 
 
 
 
 
 

規程に定めるべき事項は, 
サービス種別で異なります。 
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 19．内容説明及び同意（重要事項説明書）                      
 

⚠ 運営規程と重要事項説明書の内容が一致していない。介護報酬改定に伴い最新の
情報に更新していない。加算の単価を誤って記載していた事例がありました。 

 

サービス提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し運営規程の概
要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書（重
要事項説明書）を交付して説明を行い、サービス提供の開始について利用申込者の同意を
得なければなりません。 

利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、文書の交付に代えて、当該利用
申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電磁的方法により提供
することができます。 
 

【 留意事項 】 
●サービス提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、サービスを 
選択するために必要な重要事項をわかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付し、 
懇切丁寧に説明を行い、サービスの提供を受けることについて、同意を得てください。 
●サービス提供の同意については、事業者及び利用者双方の保護の立場から、書面によっ 
て確認することが望ましいとされています。 
●第三者による代筆・代理の場合は、代筆者氏名、続柄などを記載してください。 
●事務負担の軽減により、必ずしも押印を求める必要はありません。詳しくは、「押印につ 
いてのＱ＆Ａ（令和２年６月１９日）をご確認ください。 
●重要事項を記した文書は、利用者等が事業所を選択する上で必要不可欠な資料となりま 
す。常に最新の情報を記載してください。 
●利用料その他の費用について、徴収している費用、算定する加算について、漏れなく記 
載してください。 
●重要事項説明書を電磁的方法により提供する場合には、あらかじめ、利用する電磁的方 
法の内容（電子メール、ウェブ等）及びファイルへの記録の方式を明示し、書面又は、電 
磁的方法による承諾を得てください。 
 
参考 
・押印に関するQ&A 経済産業省 令和２年６月１９日 
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ouin_qa.html 
・医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス 
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html 

 



47 
 

【 第三者評価の実施 】 ※ 居宅介護支援・介護予防支援を除く 
⚠ サービスの選択に資する重要事項として、第三者評価の実施の有無を記載してい
ない。 

 

平成３０年より、説明及び同意の項目に「第三者評価の実施の有無」が追加されていま
す。介護サービス事業所は、サービスの提供開始にあたって、あらかじめ、利用申込者又
はその家族に対して、提供するサービスの第三者評価の実施状況をサービスの選択に資す
ると認められる重要事項として、説明することが義務付けられています。第三者評価を受
けることは、任意ですが、重要事項として説明する必要があります。 

 
【留意事項】 
●提供するサービスの第三者評価の実施状況については、「実施の有無、実施した直近の年
月日、実施した 評価機関の名称、評価結果の開示状況」について、重要事項説明書に記載
してください。  
●評価を実施していない場合でも、「実施していない」ことを記載してください。 

 
参考 

「高齢者福祉サービス事業所における第三者評価の実施に係る留意事項について」 
（平成３０年３月２６日） 
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 20．介護保険外のその他の費用                  
⚠ 利用者等から同意を得ることなく、食費等の費用の額を変更（値上げ）し、遡及し
て請求していた事例がありました。 

 

⚠ その他の日常生活費として利用者全員から一律に徴収していた事例がありました。 
 

 

「その他の日常生活費」は、利用者等又はその家族等の自由な選択に基づき、事業者又は
施設が通所介護等の提供の一環として提供する日常生活上の便宜に係る経費のことを言
います。「その他の日常生活費」を受領するに当たっては、以下に掲げる基準を遵守する必
要があります。 
①保険給付の対象となっているサービスとの間に重複関係がない 
②あいまいな名目による費用の受領は認められない 
③利用者等又はその家族等の自由な選択に基づいて行われるものでなければならず利用

者等又はその家族等に事前に十分な説明を行い、その同意を得なければならない 
④実費相当額の範囲内で行われるべきものである 
⑤その他の日常生活費の対象となる額は、事業者又は施設の運営規程に定め、サービスの

選択に資すると認められる重要事項として、施設の見やすい場所に掲示されなければな
らないこと。ただし、「その他の日常生活費」の額については、その都度変動する性質の
ものである場合には、「実費」という形の定め方が許されるものであること。 

 

【留意事項】 ※ 電磁的取り扱い可 
●運営規程を変更せず、利用者から同意を得ることなく、変更後の額を徴取することは認

められません。 

●介護給付の単位数及び食費並びに居住費等が変更となった場合は、運営規程、重要事項
説明書及び掲示物（運営規程の概要）の記載を適切に修正の上、利用者又はその家族に
対して、事前に必要な説明を行い必ず文書で同意を得てください。 

●重要事項説明書のうち変更になった部分のみを文書で説明することで差し支えありませ
ん。  

●トラブル防止のため説明、文書の交付、同意について記録で保存してください。  
 
 
参考 
・通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（Ｈ12 老企 54） 
 

 



49 
 

☞ 介護保険最新情報 vol.1355「その他の日常生活費」に係るＱ＆Ａについて」の 

一部改正について（令和７年２月 13 日） 
問 1 個人用の日用品について、「一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられる
もの」としてはどういったものが想定されるのか。 

（答） ⻭ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の日用品であって、利用者に一律に提供され
るものではなく、利用者個人又はその家族等の選択により利用されるものとして、事業者 (又
は施設)が提供するもの等が想定される。 

 
問２ 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられ
るものに限られることとされているが、それ以外の個人の嗜好に基づくいわゆる「贅沢品」
については、費用の徴収ができないのか。 

（答） サービス提供とは関係のない費用として、徴収は可能である。 
 

問３ 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるもの
であれば、例えば病院の売店で利用者が購入する場合であってもその費用は「その他の日常
生活費」に該当するのか。 

（答） このような場合は、「サービス提供の一環として提供される便宜」とは言い難いので、 
「その他の日常生活費」に該当しない。 
 

問４ 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるもの
であれば、ある利用者の個別の希望に応じて、事業者等が当該利用者の代わりにある日用品
を購入し、その購入代金を利用者に請求する場合も「その他の日常生活費」に該当するのか。 

(答) 個人のために単に立て替え払いするような場合は、事業者等として提供する便宜とは 
言えず、その費用は「その他の日常生活費」に該当しないため、サービス提供とは関係のない
費用として徴収を行うこととなる。 
 

問５ 個人専用の家電製品の電気代は、利用者から徴収できないのか。 
(答) サービス提供とは関係のない費用として、徴収は可能である 

 
問６ 施設にコインランドリーがある場合、その料金についても「私物の洗濯代」として「 そ
の他の日常生活費」に該当するのか。 

（答） このような場合は、施設が洗濯サービスを提供しているわけではないので、その他 
の日常生活費には該当しない。 
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問７ 個人の希望に応じて事業者等が代わって購入する新聞、雑誌等の代金は、教養娯楽に 
係る「その他の日常生活費」に該当するか。 
(答) 全くの個別の希望に答える場合は事業者等として提供する便宜とは言えず、その費用 

は「その他の日常生活費」に該当せず、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行うこ
ととなる。 
 

問８ 事業者等が実施するクラブ活動や行事における材料費等は、「その他の日常生活費」 に
該当するか。 

（答） 事業者等が、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のうち、一般的に
想定されるもの(例えば、作業療法等機能訓練の一環として行われるクラブ活動や入所者等が
全員参加する定例行事)における材料費等は保険給付の対象に含まれることから別途徴収する
ことはできないが、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のために調達し、
提供する材料であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの(例えば、習字、お花、
絵画、刺繍等のクラブ活動等の材料費)に係る費用は、教養娯楽に要する費用として「その他の
日常生活費」に該当する。  

なお、事業者等が実施するクラブ活動や行事であっても、一般的に想定されるサービスの提
供の範囲を超えるもの(例えば、利用者の趣味的活動に関し事業者等が提供する材料等や、希望
者を募り実施する旅行等)に係る費用については、サービス提供とは関係のない費用として徴
収を行うこととなる。 
 
NEW 

問９ 利用者用の居室等における Wi-fi 等の通信設備の利用料は、利用者から徴収できな
いのか。 

（答） サービス提供とは関係のない費用として、徴収は可能である。 
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 21．記録の整備・保存                      
 

⚠ サービス提供内容の記録、苦情や事故の内容等を記録していない。また、サービス
提供の根拠となるケアプラン、介護計画、介護記録等を整備せず、不適切な状態で保管
していた事例がありました。 

 

【 整備すべき記録 】  ※ サービス種別ごとに、基準を確認してください。 
 ①サービス別計画（介護保険制度における各指定事業者が作成したサービス計画書） 
 ②提供した具体的なサービスの内容等の記録  
 ③利用者に関する市町村への通知           
 ④苦情の内容等の記録  

⑤事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 
⑥身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由の記録  
 
【 留意事項 】 記録の重要性 

●サービス内容等の記録は、介護報酬を請求するための根拠となります。 
●基本報酬及び加算を算定する際は、報酬を請求するための根拠となる記録が必要とされ 
ています。そのため必要な記録がない場合は、介護報酬の返還を指導する場合があります。 
●また、介護報酬の請求の根拠としてだけではなく、利用者の心身の状況等を記録する 
ことで、サービスの内容の評価や計画の見直しの際の貴重な情報を再確認することで利用 
者に合った適切なサービスの提供にも繋がります。 
●苦情や事故の内容等に係る記録についても、発生原因を解明・分析し、同様の苦情や事 
故の再発防止を講じるための貴重な資料となります 
●基準や解釈通知等で定められている整備が必要な記録は適切に保存してください。 
●記録の保存期間について厚生労働省令では２年間と定められていますが、糸満市は条
例において、「完結の日から5年間」と定めています。事業所の運営規程や契約書・重要
事項説明書において、記録の保存期間を記載している場合は、誤りがないか確認してく
ださい。 
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ご清読ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※アンケートの回答をもって出席確認としますので、 
アンケートの提出をお願いします。 
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